
号

外

三�
平

成
二
十
五
年

三

月
二
十
九
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
行
旅
病
人
及
び
行
旅
死
亡
人
取
扱
い
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

地
域
福
祉
国
保
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一

○
岐
阜
県
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

六

規

則

岐
阜
県
行
旅
病
人
及
び
行
旅
死
亡
人
取
扱
い
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
五
号

岐
阜
県
行
旅
病
人
及
び
行
旅
死
亡
人
取
扱
い
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
行
旅
病
人
及
び
行
旅
死
亡
人
取
扱
い
規
則(

昭
和
四
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
五
十
五
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
六
号

岐
阜
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則(

昭
和
五
十
年
岐
阜
県
規
則
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。
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○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日



面
接
結
果

申
請
意
思

制
度
の
説
明

急
迫
状
態

の
判

断

来
訪
者
へ
の
助

言
内

容

来
訪
目
的

(相
談
内
容
)

保
護
歴
の
有
無

相
談
回
数

来
訪

者

要
保
護
者

面
接
年
月
日

相
談
の
み

(理
由
)

申
請
受
理

有
・
無

実
施
(保
護
の
し
お
り
等
：
配
布
・
未
配
布
)
・
未
実
施

国
民
健
康
保
険
等
の
滞
納
状
況

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
停
止
・
滞
納
状
況

預
貯
金
・
現
金
等
の
保
有
状
況

無
・
有
(

年
月

日
～

年
月

日
)

初
回
・
(

)
回
目
(前
回
来
所
年
月
日

年
月

日
)

対
象
者

と
の
関
係

氏
名

世
帯
構
成

氏
名

年
月

日

(
歳
)

電
話
番
号

住
所

電
話
番
号

住
所

面
接
者

整
理
番
号

本
則(

第
二
条
第
一
項
を
除
く
。)

中｢

振
興
局
長｣

を｢

振
興
局
等
の
長｣

に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中｢

振
興
局
に
置
か
れ
る
事
務
所
の
長
を
含
む
。
以
下
同
じ｣

を｢

東
濃
振
興
局
長

を
除
く
。)
、
西
濃
振
興
局
揖
斐
事
務
所
長
及
び
岐
阜
地
域
福
祉
事
務
所
長(

以
下｢

振
興
局
等
の
長｣

と
い
う｣

に
改
め
る
。

第
五
条
の
見
出
し
を｢(

保
護
開
始
決
定
通
知
書
等)｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

、
第
二
十
五
条

第
二
項
及
び
第
二
十
六
条
第
一
項｣

を｢

及
び
第
二
十
五
条
第
二
項｣

に
、｢

保
護
決
定
通
知
書(

別

記
第
十
八
号
様
式)｣

を｢
保
護
開
始(

変
更)

決
定
通
知
書(

別
記
第
十
八
号
様
式)

又
は
保
護
申

請
却
下
通
知
書(

別
記
第
十
八
号
の
二
様
式)｣

に
改
め
、
同
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項

の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
二
十
六
条
の
書
面
は
、
保
護
廃
止(

停
止)

決
定
通
知
書(

別
記
第
十
八
号
の
三
様
式)

に

よ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
一
条
中｢

六
月
十
日｣

を｢

知
事
の
指
定
す
る
日｣

に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
を
削
る
。

第
二
十
三
条
中｢

別
記
第
四
十
二
号
様
式｣

を｢

別
記
第
四
十
一
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二

十
二
条
と
す
る
。

第
二
十
四
条
中｢

別
記
第
四
十
三
号
様
式｣

を｢

別
記
第
四
十
二
号
様
式｣

に
、｢

証
ひ
よ
う
書
類｣

を｢

証
拠
書
類｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
三
条
と
す
る
。

第
二
十
五
条
中｢

別
記
第
四
十
四
号
様
式｣

を｢

別
記
第
四
十
三
号
様
式｣
に
改
め
、
同
条
を
第
二

十
四
条
と
す
る
。

第
二
十
六
条
を
第
二
十
五
条
と
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１
号
様
式
(第
２
条
関
係
)

面
接

記
録

票

別
記
第
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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整
理
番
号
面
接
月
日
来
訪
者
氏
名
要
保
護
者
氏
名
来
訪
目
的

(相
談
内
容
)
相
談
結
果
等

第
６
号
様
式
(第
２
条
関
係
)

面
接

受
付

簿
別
記
第
十
一
号
様
式
中｢振

興
局
(事
務
所
)
長
｣

を｢振
興
局
等
の
長
｣

に
改
め
、
同
様
式(

別

添
一
か
ら
別
添
四
ま
で
を
除
く
。)

記
入
上
の
注
意
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第

三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
様
式
別
添
一
中｢す

べ
て
｣

を｢全
て
｣

に
改
め
、

同
様
式
別
添
三
中｢貴

振
興
局
(事
務
所
)
｣

を｢貴
振
興
局
等
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
中｢振
興
局
(事
務
所
)
長
｣

を｢振
興
局
等
の
長
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
中

｢振
興
局
(事
務
所
)
長
｣

を

｢振
興
局
等
の
長
｣

に
、｢す

べ
て
｣

を

｢全
て
｣

に
、｢振

興
局
(事
務
所
)
福
祉
課
｣

を｢振
興
局
等
の
福
祉
課
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
中

｢振
興
局
(事
務
所
)
長
｣

を

｢振
興
局
等
の
長
｣

に
、｢す

べ
て
｣

を

｢全
て
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
中｢振

興
局
(事
務
所
)
長
｣

を｢振
興
局
等
の
長
｣

に
、｢保

護
決
定
(変

更
)
通
知
書
｣

を｢保
護
開
始
(変
更
)
決
定
通
知
書
｣

に
、｢､

又
は
｣

を｢し
た
と
き
､
又
は
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

第
18号
の
２
様
式
(第
５
条
関
係
)

第
号

年
月

日
様

振
興
局
等
の
長

保
護
申
請
却
下
通
知
書

年
月

日
付
で
申
請
さ
れ
た
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
に
つ
い
て
は
､
下
記
の
理

由
で
保
護
で
き
な
い
か
ら
却
下
し
ま
す
｡

記

１
却
下
の
理
由

２
こ
の
通
知
が
申
請
受
理
後
14日
を
経
過
し
た
理
由

(注
意
)

１
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
決
定
の
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
60日
以
内
に
､
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
(な
お
､
決
定
が
あ
つ
た

こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
60日
以
内
で
あ
つ
て
も
､
決
定
が
あ
つ
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
｡)｡

２
上
記
１
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
た
場
合
に
限
り
､
そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が

あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
､
岐
阜
県
を
被
告
と
し
て
(訴

訟
に
お
い
て
県
を
代
表
す
る
者
は
岐
阜
県
知
事
と
な
り
ま
す
｡)､
こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
(な
お
､
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

６
か
月
以
内
で
あ
つ
て
も
､
裁
決
が
あ
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
決
定

の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
｡)｡
た
だ
し
､
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
､
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
な
い
で
こ
の
決
定
の
取
消
し

の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

イ
審
査
請
求
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
50日
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
｡

ロ
決
定
､
決
定
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の

必
要
が
あ
る
と
き
｡

ハ
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
｡
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第
18号
の
３
様
式
(第
５
条
関
係
)

第
号

年
月

日
様

振
興
局
等
の
長

保
護
廃
止
(停
止
)
決
定
通
知
書

年
月

日
付

第
号
に
よ
り
､
決
定
通
知
し
た
生
活
保
護
法
に
よ
る
保

護
を
次
の
と
お
り

し
た
の
で
通
知
し
ま
す
｡

１
し
た
保
護
の
種
類

生
活
扶
助
・
住
宅
扶
助
・
教
育
扶
助
・
介
護
扶
助
・
医
療
扶
助
・
そ
の
他

２
停
止
す
る
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日

３
廃
止
す
る
時
期

年
月

日

４
理
由

(注
意
)

１
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
決
定
の
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
60日
以
内
に
､
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
(な
お
､
決
定
が
あ
つ
た

こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
60日
以
内
で
あ
つ
て
も
､
決
定
が
あ
つ
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
｡)｡

２
上
記
１
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
た
場
合
に
限
り
､
そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が

あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
､
岐
阜
県
を
被
告
と
し
て
(訴

訟
に
お
い
て
県
を
代
表
す
る
者
は
岐
阜
県
知
事
と
な
り
ま
す
｡)､
こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
(な
お
､
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

６
か
月
以
内
で
あ
つ
て
も
､
裁
決
が
あ
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
決
定

の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
｡)｡
た
だ
し
､
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
､
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
な
い
で
こ
の
決
定
の
取
消
し

の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

イ
審
査
請
求
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
50日
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
｡

ロ
決
定
､
決
定
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の

必
要
が
あ
る
と
き
｡

ハ
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
｡

別
記
第
十
九
号
様
式
及
び
別
記
第
二
十
号
様
式
中｢振

興
局
(事
務
所
)
長
｣

を｢振
興
局
等
の
長
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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氏
名

住
所

続
柄

あ
な
た
の

�
家
族
構
成
・
収
入
等
の
状
況

援
助
の
方
法
・
程
度

援
助
の
開
始
時
期

金
銭
的
な
援
助
の
可
否

具
体
的
な
支
援
の
内
容

及
び
頻
度

支
援
の
開
始
時
期

精
神
的
な
支
援
の
可
否

生
活
保
護

対
象
者
氏
名

住
所

①
金
銭
に
よ
り
毎
月
(年
)

円
送
付
し
ま
す
｡

②
物
品
に
よ
り
毎
月
(年
)

を
程
度
送
付
し
ま
す
｡

③
氏
名

を
引
き
取
り
ま
す
｡

④
そ
の
他

年
月
か
ら
(又
は
既
に
行
っ
て
い
る
)

可
・

不
可
(理
由
：

)

緊
急
連
絡
先

(電
話
番
号

―
―

)

年
月
か
ら
(又
は
既
に
行
っ
て
い
る
)

可
・

不
可 続
柄

私
の

第
21号
様
式
(第
７
条
関
係
)

第
号

年
月

日
様

振
興
局
等
の
長

扶
養
義
務
の
履
行
に
つ
い
て
(照
会
)

次
の
方
は
生
活
困
窮
の
た
め
､

に
お
い
て
､
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
を

で
す
｡

生
活
保
護
法
は
､
対
象
者
の
生
活
困
窮
程
度
に
応
じ
て
必
要
な
保
護
を
行
う
一
方
､
そ
の
世
帯
の

自
立
助
長
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
｡

し
か
し
､
こ
の
保
護
に
当
っ
て
は
､
民
法
に
定
め
る
扶
養
義
務
者
の
扶
養
(援
助
)
を
優
先
的
に

受
け
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
ま
す
｡

あ
な
た
は
､
次
の
方
に
対
し
て
民
法
上
の
扶
養
義
務
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
ま
す
の
で
､
別
紙
扶

養
届
に
記
入
の
上
回
答
し
て
く
だ
さ
い
｡

１
生
活
保
護
対
象
者

２
回
答
期
限

３
回
答
先

(参
考
)
生
活
保
護
法
(抜
粋
)

第
４
条
保
護
は
､
生
活
に
困
窮
す
る
者
が
､
そ
の
利
用
し
得
る
資
産
､
能
力
そ
の
他
あ
ら

ゆ
る
も
の
を
､
そ
の
最
低
限
度
の
生
活
の
維
持
の
た
め
に
活
用
す
る
こ
と
を
要
件
と
し
て

行
わ
れ
る
｡

２
民
法
(明
治
29年
法
律
第
89号
)
に
定
め
る
扶
養
義
務
者
の
扶
養
及
び
他
の
法
律
に
定

め
る
扶
助
は
､
す
べ
て
こ
の
法
律
に
よ
る
保
護
に
優
先
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
｡

民
法
(抜
粋
)

第
877条

直
系
血
族
及
び
兄
弟
姉
妹
は
､
互
い
に
扶
養
す
る
義
務
が
あ
る
｡

２
家
庭
裁
判
所
は
､
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
､
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
､
三

親
等
内
の
親
族
間
に
お
い
て
も
扶
養
の
義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

(別
紙
)

扶
養

届
書

年
月

日

振
興
局
等
の
長
様

住
所
氏
名

�
先
に
照
会
の
あ
つ
た
､
次
の
者
(甲
)
に
対
す
る
扶
養
に
つ
い
て
､
次
の
と
お
り
回
答
し
ま
す
｡

１
精
神
的
な
支
援
に
つ
い
て

※
精
神
的
な
支
援
・
・
・
対
象
者
に
対
す
る
定
期
的
な
訪
問
､
電
話
､
手
紙
の
や
り
取
り
､
一
時

的
な
子
ど
も
の
預
か
り
な
ど
金
銭
的
な
援
助
以
外
の
対
象
者
へ
の
関
わ

り
の
こ
と
を
言
い
ま
す
｡

２
金
銭
的
な
援
助
に
つ
い
て

３
私
の
世
帯
に
つ
い
て
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上
記
で
①
以
外
に
加
入
し
て
い
る
場
合
甲
に
つ
い
て
は
被
扶
養
者
と
し
て

①
認
定
さ
れ
て
い
る
②
認
定
さ
れ
て
い
な
い
③
認
定
手
続
を
と
る
つ
も
り

�
健
康
保
険
等
の
加
入
状
況

�
負
債
の
状
況

�
資
産
の
状
況

上
記
の
う
ち
甲
に
つ
い
て
の

①
税
法
上
の
扶
養
控
除
を
受
け
て
い
る
者
の
氏
名

②
会
社
等
か
ら
家
族
手
当
を
受
け
て
い
る
者
の
氏
名
及
び
月
額

(
円
)

氏
名

有・無 有・無 本
人

続
柄

そ
の
他
(

)

住
宅
ロ
ー
ン

負
債
の
内
容

①
家
屋

㎡
②
宅
地

㎡
③
田
畑

㎡
④
山
林
等

㎡

①
国
民
健
康
保
険
②
健
康
保
険
③
共
済
(
)
④
そ
の
他
(
)

生
年
月
日

職
業

円

返
済
月
(年
)
額

勤
務
先

返
済
終
了
予
定 円

平
均
月
収
額

(記
入
上
の
注
意
)

１
該
当
す
る
も
の
を
○
で
囲
み
､
必
要
事
項
を
記
入
し
て
下
さ
い
｡

２
平
均
月
収
額
は
､
総
収
入
か
ら
所
得
税
､
社
会
保
険
料
､
事
業
経
費
等
を
差
し
引
い
た
額
を

記
入
し
て
下
さ
い
｡

３
収
入
､
負
債
の
状
況
に
つ
い
て
は
､
源
泉
徴
収
票
､
給
与
明
細
書
､
ロ
ー
ン
返
済
予
定
表
の

写
し
な
ど
､
そ
の
状
況
が
明
ら
か
に
な
る
書
類
を
添
付
し
て
下
さ
い
｡

別
記
第
二
十
二
号
様
式
中｢振

興
局
(事
務
所
)
長
｣

を｢振
興
局
等
の
長
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
四
号
様
式
中｢振

興
局
(事
務
所
)
長
｣

を｢振
興
局
等
の
長
｣

に
、｢振

興
局
(事

務
所
)
に
｣

を｢振
興
局
等
の
福
祉
課
に
｣

に
、｢振

興
局
(事
務
所
)
あ
て
｣

を｢振
興
局
等
の
福

祉
課
宛
て
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
四
号
様
式
中｢振

興
局
(事
務
所
)
長
｣

を｢振
興
局
等
の
長
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
七
号
様
式
中｢振

興
局
(事
務
所
)
長
｣

を｢振
興
局
等
の
長
｣

に
、｢証

ひ
よ
う
書

類
｣

を｢証
拠
書
類
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
四
十
一
号
様
式
を
削
る
。

別
記
第
四
十
二
号
様
式
中｢

(第
23条
関
係
)
｣

を｢
(第
22条
関
係
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
別

記
第
四
十
一
号
様
式
と
す
る
。

別
記
第
四
十
三
号
様
式
中｢

(第
24条
関
係
)
｣

を｢
(第
23条
関
係
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
別

記
第
四
十
二
号
様
式
と
す
る
。

別
記
第
四
十
四
号
様
式
中｢

(第
25条
関
係
)
｣

を｢
(第
24条
関
係
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
別

記
第
四
十
三
号
様
式
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
中
第
二
十
一
条
の
改
正
規
定
、
第
二
十
二
条
を
削
る
改
正
規
定
及
び
別
記
第
四
十
一
号

様
式
を
削
る
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
そ
の
他
の
改
正
規
定
及
び
次
項
の
規
定
は
平
成
二
十
五

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
前
に
提
出
さ
れ
た
改
正
前
の
岐
阜
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
規
定
に

よ
る
申
請
書
、
報
告
書
そ
の
他
の
書
類
は
、
改
正
後
の
岐
阜
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ

る
申
請
書
、
報
告
書
そ
の
他
の
書
類
と
み
な
す
。

岐
阜
県
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
七
号

岐
阜
県
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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岐
阜
県
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

施
行
細
則(

平
成
二
十
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則(
第
二
条
第
一
項
を
除
く
。)

中｢

振
興
局
長｣

を｢

振
興
局
等
の
長｣

に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中｢

振
興
局
に
置
か
れ
る
事
務
所
の
長
を
含
む
。
以
下
同
じ｣

を｢

東
濃
振
興
局
長

を
除
く
。)

、
西
濃
振
興
局
揖
斐
事
務
所
長
及
び
岐
阜
地
域
福
祉
事
務
所
長(

以
下｢

振
興
局
等
の
長｣

と
い
う｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
を
削
る
。

第
十
六
条
中｢

別
記
第
三
十
二
号
様
式｣

を｢

別
記
第
二
十
九
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
三

条
と
す
る
。

第
十
七
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
八
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
中｢振

興
局
(事
務
所
)
長
｣

を｢振
興
局
等
の
長
｣

に
、｢あ
た
っ
て
｣

を

｢当
た
っ
て
｣

に
、｢す

べ
て
｣

を｢全
て
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
中｢証

票
書
類
｣

を｢証
拠
書
類
｣

に
、｢振

興
局
(事
務
所
)
長
｣

を｢振
興
局
等
の
長
｣

改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
、
別
記
第
十
七
号
様
式
か
ら
別
記
第
二
十
三
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢振

興
局

(事
務
所
)
長
｣

を｢振
興
局
等
の
長
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
五
号
様
式
中

｢振
興
局
(事
務
所
)
長
｣

を

｢振
興
局
等
の
長
｣

に
、｢あ

て
｣

を

｢宛
て
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
中｢振

興
局
(事
務
所
)
長
｣

を｢振
興
局
等
の
長
｣

に
、｢証

票
書
類
｣

を｢証
拠
書
類
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
九
号
様
式
か
ら
別
記
第
三
十
一
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

別
記
第
三
十
二
号
様
式
中｢

(第
16条
関
係
)
｣

を｢
(第
13条
関
係
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
別

記
第
二
十
九
号
様
式
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
提
出
さ
れ
た
改
正
前
の
岐
阜
県
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
、
報
告
書
そ
の

他
の
書
類
は
、
改
正
後
の
岐
阜
県
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自

立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
、
報
告
書
そ
の
他
の
書
類
と
み
な
す
。
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